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第3回変更 平成３０年 ３月

第３回変更
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栃木県地域住宅等整備計画（第二期）
（栃木地域第３期　地域住宅計画を含む）

栃木県
とちぎけん

、宇都宮市
う つ の み や し

､足利市
あしかがし

､栃木市
と ち ぎ し

､佐野市
さ の し

､鹿沼市
か ぬ ま し

､日光市
に っ こ う し

､小山市
お や ま し

､真岡市
も お か し

､大田原市
お お た わ ら し

､矢板市
や い た し

､

那須塩原
な す し お ば ら

市
し

､さくら市
し

､那須烏山
なすからすやま

市
し

､下野
しもつけ

市
し

､上三川町
かみのかわまち

､益子町
ましこ まち

､茂木町
もてぎまち

､市貝町
いちかいまち

､芳賀町
は が ま ち

､壬生町
み ぶ ま ち

､

野木町
の ぎ ま ち

、塩谷町
し お や ま ち

､高根沢町
たかねざわまち

､那須
な す

町
まち

､那珂川町
な か が わ ま ち

及び栃木県住宅供給公社
とちぎけん じゅうたくきょうきゅうこうしゃ



社会資本総合整備計画（地域住宅支援）

　栃木県地域住宅等整備計画（第二期）

平成28年度　～　平成32年度　（5年間）

県民の豊かな住生活の実現を目指し、県民の住生活の安定の確保及び向上の促進を図るため、次に掲げる事項を目標とする。

『住宅確保要配慮者の居住の安定を確保していくため、公営住宅等の建替え及び改善の促進や民間賃貸住宅の活用等により住宅セーフティネット機能の向上を図る。』

『少子高齢化や多様な居住ニーズに対応するため、良質な公的賃貸住宅等の整備及び居住環境の形成を促進する。』

『県民の住宅及び住環境に対する満足度を高めるため、地域に根ざした快適で安全性の高い良質な住宅ストックの形成及び居住環境の構築を図る。』

（H28当初） （H30末） （H32末） ※中間目標は任意

①県・市町営住宅の長寿命化型改善（防災・安全に係る改善は除く。）が実施された住戸数の割合

長寿命化型改善実施戸数　／　管理戸数　（％）

②公営住宅等の建設又は福祉対応型改善が行われた住戸の割合

（バリアフリー化に対応した公営住宅の建設戸数＋福祉対応型改善実施戸数）/管理戸数 （％）

③除却を推進すべき区域内において、除却すべき不良住宅、空き家住宅及び空き建築物の戸数
事業主体で把握している戸数（戸）

④活用を推進すべき区域内において、活用すべき空き家住宅及び空き建築物の戸数
事業主体で把握している戸数（戸）

⑤住宅及び住環境に関する住民アンケート調査の結果
（満足度）＝（住宅及び住環境に対する総合評価について「非常に満足」又は「まあ満足」の回答数）/（回答総数）（％）

Ａ　基幹事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H28 H29 H30 H31 H32

2-A-1 住宅 一般
県・市町
・公社

直接
県・市町
公社

2,965
栃木地域
第3期

（別添１）

2-A-2 住宅 一般 県 直接 県 住宅市街地基盤整備事業 中里原土地区画整理事業 414 別添２

2-A-3 住宅 一般 鹿沼市 直接 鹿沼市 住宅市街地基盤整備事業 新鹿沼駅西土地区画整理事業 164 別添３

合計 3,543

21.0%

12%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

0 百万円 Ｃ 494 百万円全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） 4,037 百万円 Ａ 3,543 百万円 Ｂ

平成30年3月22日

350戸

事業者 要素となる事業名(事業箇所） 事業内容・規模等
全体事業費
（百万円）

地域住宅計画に基づく事業

公営住宅等整備事業(K)・地域優良賃貸住宅
整備事業(K)・公営住宅等ストック総合改善
事業(K)・公的賃貸住宅家賃低廉化事業
(K)・住宅地区改良事業等(K)

Ｄ 0 百万円
効果促進事業費の割合

175戸

定量的指標の現況値及び目標値

交付対象事業

73.7% - 76.0%

18.0% 24.0%

19.0% 22.0%

2戸 1戸 0戸

　　計画の成果目標（定量的指標）

①公営住宅等における長寿命化型改善（防災・安全に係る改善は除く。）が実施された住戸数の割合
②公営住宅等におけるバリアフリー化された住戸数の割合
③除却を推進すべき区域内において、除却すべき不良住宅、空き家住宅及び空き建築物の戸数
④活用を推進すべき区域内において、活用すべき空き家住宅及び空き建築物の戸数
⑤住宅及び住環境に対する住民の満足度（補足的な指標とする。）

当初現況値 中間目標値 最終目標値

0戸

20.5%

計画の名称

計画の期間 交付対象
栃木県、宇都宮市､足利市､栃木市､佐野市､鹿沼市､日光市､小山市､真岡市､大田原市､矢板市、那須塩原市､さく
ら市､那須烏山市､下野市､上三川町､益子町､茂木町､市貝町､芳賀町､壬生町､野木町､塩谷町､高根沢町､那須町､
那珂川町及び栃木県住宅供給公社

備考

計画の目標

　　定量的指標の定義及び算定式

重点計画の該当



Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H28 H29 H30 H31 H32

合計 0

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H28 H29 H30 H31 H32

2-C-1 住宅 一般
県・市町
・公社

直接
県・市町
・公社

136

2-C-2 住宅 一般 県・市町 直接 県・市町 6

2-C-3 住宅 一般 県・市町
直接・
間接

市町・個人 230

2-C-4 住宅 一般 県・市町 間接 個人 122

合計 494

番号 備考

2-C-1

2-C-2

2-C-3

2-C-4

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H29 H30 H31 H32

番号 備考一体的に実施することにより期待される効果

全体事業費
（百万円）番号 事業者

要素となる事業名
（事業箇所）

事業内容
市町村名

定住化新築住宅等建設支援事業・定
住化新築住宅等生活支援事業・民間
賃貸住宅家賃補助事業・街なか居住
支援事業費補助・地域集会所等建設
費補助

県内全域

- 公営住宅等関連事業

（面積等）

- 地域コミュニティ形成事業

一体的に実施することにより期待される効果

地域住宅計画に基づく事業(2-A-1)と一体的に実施することにより、公営住宅等の整備および改善が促進され、住宅セーフティネット機能の向上が図られる。

地域住宅計画に基づく事業(2-A-1)と一体的に実施することにより、地域に根ざした快適で安全性の高い良質な住宅ストックの形成および居住環境の構築が促進される。

地域住宅計画に基づく事業(2-A-1)と一体的に実施することにより、地域に根ざした快適で安全性の高い良質な住宅ストックの形成および居住環境の構築が促進される。

地域住宅計画に基づく事業(2-A-1)と一体的に実施することにより、地域に根ざした良質な住宅ストックの形成および居住環境の構築が促進される。

- 快適な住まいづくり推進事業

生け垣づくり補助・浄化槽附帯施設
整備等支援事業費補助・重度身体障
害者住宅改造費補助・高齢者にやさ
しい・住宅事情実態調査・住環境整
備事業費補助・木造住宅建設補助・
被災住宅再建等支援事業・性能向上
住宅改修費補助・住生活基本計画策
定推進事業・三世代住宅設計費等補
助事業・空家対策計画策定事業

県内全域

公営住宅等関連事業（駐車場整備、
移転費補助、物置改修等） 県内全域

- 住宅相談・住情報提供事業
住宅相談・住情報提供事
業（空き家対策支援）

県内全域

一体的に実施することにより期待される効果

番号 事業者 種別等 要素となる事業名 事業内容 市町村名
全体事業費
（百万円）

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）番号 事業者 種別等 要素となる事業名 事業内容 市町村名



交付金の執行状況

（単位：百万円）

H28 H29 H30 H31 H32

539 346

0 0

539 346 0 0 0

96 171

462 456

171 61

うち未契約繰越額
（g）

0 8

1 0 0 0 0

0.2% 1.5% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

※　平成28年度以降の各年度の決算額を記載。

翌年度繰越額
（f）

不用額
（h＝c＋d－e－f）

未契約繰越＋不用率
（i＝(g＋h)/(c＋d)）

未契約繰越＋不用率が10％を超えている
場合その理由

配分額
（a）

計画別流用
増△減額
（b）

交付額
（c＝a＋b）

前年度からの繰越額
（d）

支払済額
（e）



（参考図面）地域住宅支援
計画の名称 栃木県地域住宅等整備計画（第二期）

計画の期間 平成28年度　～　平成32年度　（5年間）

地域住宅計画に基づく事業
（公営住宅等整備事業） 公営住宅等関連事業

地域住宅計画に基づく事業
（地域優良賃貸住宅整備事業） 住宅相談・住情報提供

地域住宅計画に基づく事業
（公営住宅等ストック総合改善事業） 快適な住まいづくり推進事業

地域住宅計画に基づく事業
（公的賃貸住宅家賃低廉化事業） 地域コミュニティ形成事業

地域住宅計画に基づく事業
（住宅地区改良事業等）

交付対象
栃木県、宇都宮市､足利市､栃木市､佐野市､鹿沼市､日光市､小山市､真岡市､大田原市､
矢板市、那須塩原市､さくら市､那須烏山市､下野市､上三川町､益子町､茂木町､市貝町､
芳賀町､壬生町､野木町､塩谷町､高根沢町､那須町､那珂川町及び栃木県住宅供給公社

住宅市街地基盤整備事業

事業主体 位置図

栃木県

基幹事業 効果促進事業

宇都宮市

足利市
栃木市

佐野市

さくら市

真岡市

小山市

日光市

鹿沼市

那須塩原市

矢板市

大田原市

那須烏山市

下野市

上三川町
壬生町

野木町

市貝町

益子町

高根沢町

那珂川町

那須町

茂木町

塩谷町

芳賀町
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　地域住宅計画

当初提出日 平成２８年 ３月 ２４日

第１回変更 平成２９年 ３月 ２４日

第２回変更 平成２９年 １０月 ２５日

第３回変更 平成３０年 ３月 ２２日
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地域住宅計画

平成 28 年度 ～ 32 年度

 １．地域の住宅政策の経緯及び現況

 ２．課題

 計画期間

　栃木県は、首都東京から６０～１６０ｋｍに位置し、人口約２００万人、世帯数約７３万世帯の県であり、昭和３０年代後半からの積極的な企業誘
致により、農業県から工業県に転換し高い成長を遂げてきた。
　優れた自然景観や豊かな歴史・文化遺産を有する観光・リゾート地である県北地域、人口や産業、交通基盤などの機能が集積している県央地域、歴
史・文化と生産・流通機能とが調和した県南地域と本県は地域的に異なった特徴を有しているが、中心市街地の定住人口の減少や少子高齢化の進展な
ど、共通の課題を抱えている。
　平成２５年住宅・土地統計調査によると、持家５１万５千世帯、公営借家１万３千世帯、民営借家１７万４千世帯、給与住宅１万４千世帯等となっ
ている。住宅の居住水準をみると、最低居住面積水準以上の世帯は約９４％、誘導居住面積水準以上の世帯は約６５％となっており、それぞれ全国水
準を上回っている。高齢者のいる世帯数の割合については、65歳以上にあっては全体の約４３％、75歳以上にあっては約２３％となっており、全国平
均を上回り、少子高齢化が進行している。また、二次的住宅を含む空き家率は約１６．３％で全国平均を上回っていることや、住宅戸数が世帯数を上
回っていることなどから、ストックの有効活用が住宅政策において重要な事項となっている。
　また、耐用年限を２分の１以上経過している公営住宅の割合は県営住宅で約２６％、市町村営で約４８％となっており老朽化が進んでいる。
　このような状況の下、近年の施策としては、第２期地域住宅計画において、高齢者の居住に配慮した公営住宅の建設・改修や既存ストックを有効活
用するため長寿命化型改善等を行ってきた。

○公営住宅等の老朽化が進んでおり、必ずしも地域における住宅セーフティネットとしての役割を果たさなくなりつつある。そのため、公営住宅等の
効率的かつ円滑な更新と、長期にわたる入居者の居住の安定確保が課題となっている。

○少子高齢化が進行しているが、住宅および居住環境の対応が必ずしも十分でない。そのため、高齢者世帯や子育て世帯など誰もが安心して住み続け
ることができる住宅および住宅周辺の居住環境の形成が必要となっている。

○民間賃貸住宅において、多様化する住宅確保要配慮者の居住の安定の確保を実現していくことが必要となっている。

 計画の名称 　栃木地域第３期

 都道府県名 栃木県 作成主体名
栃木県、宇都宮市､足利市､栃木市､佐野市､鹿沼市､日光市､小山市､真岡市､大田原市､矢板市、
那須塩原市､さくら市､那須烏山市､下野市､上三川町､益子町､茂木町､市貝町､芳賀町､壬生町､野
木町､塩谷町､高根沢町､那須町､那珂川町及び栃木県住宅供給公社



単　位 基準年度 目標年度

県・市町営住宅の長寿命化型改善が行わ
れた住戸数の割合
（公営住宅等の長寿命化型改善実施戸数）
／管理戸数
県・市町営住宅の長寿命化型改善が行わ
れた住戸数の割合
（公営住宅等の長寿命化型改善実施戸数）
／管理戸数
公営住宅等の建設又は福祉対応型改善が
行われた住戸の割合
（バリアフリー化に対応した公営住宅等の建
設戸数＋福祉対応型改善実施戸数）/管理
戸数
公営住宅等の耐震改修（耐震診断を含む）
事業が実施された住戸数の割合
耐震性がある住宅の戸数／（管理戸数－除
却予定戸数）

32住宅及び住環境に関する住民の満足度 %

住宅及び住環境に関する住民アンケート調
査の結果（住宅及び住環境に対する総合評
価について「非常に満足」又は「まあ満足」
の回答数の割合）

73.70% 28 76.00%

32

活用を推進すべき区域内において、活用す
べき空き家住宅、空き建築物の戸数

戸 事業主体で把握している戸数 2戸 28 0戸 32

除却を推進すべき区域内において、除却す
べき不良住宅、空き家住宅、空き建築物の
戸数

戸 事業主体で把握している戸数 350戸 28 0戸

公営住宅等におけるバリアフリー化された
住戸数の割合

% 19% 28 22%

公営住宅等の耐震化の推進（公営住宅の
耐震化率）

32

32

公営住宅等における長寿命化型改善（防
災・安全に係る改善に限る。）実施割合

% 9% 28 20% 32

従前値 目標値

公営住宅等における長寿命化型改善（防
災・安全に係る改善を除く。）実施割合

% 18% 28 24%

% 73% 29 78% 32

 ３．計画の目標

○住宅確保要配慮者の居住の安定を確保していくため、公営住宅等の建替え及び改善の促進や民間賃貸住宅の活用等により住宅セーフティ
ネット機能の向上を図る。
　
○少子高齢化や多様な居住ニーズに対応するため、良質な公的賃貸住宅等の整備及び居住環境の形成を促進する。

○県民の住宅及び住環境に対する満足度を高めるため、地域に根ざした快適で安全性の高い良質な住宅ストックの形成及び居住環境の構築を
図る。

 ４．目標を定量化する指標等

指　　標 定　　義



 ５．目標を達成するために必要な事業等の概要

目標①：住宅確保要配慮者の居住の安定を確保していくため、公営住宅等の建替え及び改善の促進や民間賃貸住宅の活用等により
住宅セーフティネット機能の向上を図る。

＜事業の概要＞
○地域の実情に応じた適切なセーフティネットを構築するため、公営住宅等整備事業により公営住宅を整備し、併せて公的賃貸住宅家賃低廉化
事業を実施することにより、真に住宅に困窮している県民の居住の安定を確保する。
○既存の公営住宅等の長寿命化等を推進するため、公営住宅等ストック総合改善事業及び住宅地区改良事業等を実施する。

目標②：少子高齢化や多様な居住ニーズに対応するため、良質な公的賃貸住宅等の整備及び居住環境の形成を促進する。

＜事業の概要＞
○高齢者世帯や障害者世帯など住宅確保要配慮者の生活の安定及び向上を図るため、公的賃貸住宅家賃低廉化事業等を実施する。
○既存の公営住宅等のバリアフリー化等を推進するため、公営住宅等ストック総合改善事業および住宅地区改良事業等を実施する。

目標③：良質な居住環境を形成するために、老朽化した空き家等の除却・活用を促進する。

＜事業の概要＞
○良質な居住環境等を構築するため、住宅地区改良事業を実施する。
　・空き家再生等推進事業により、以下の計画的に除却を推進すべき区域において不良住宅、空き家住宅、空き建築物の除却を実施する。
　　栃木市
　　小山市
　　茂木町
　・空き家再生等推進事業により、以下の計画的に活用を推進すべき区域において空き家住宅、空き建築物の活用を実施する。
　　栃木市
　　小山市
　　茂木町



 ６．目標を達成するために必要な事業等に要する経費等

（金額の単位は百万円）

基幹事業 K
交付期間内

事業費

公営住宅等整備事業（防災・安全に係る整備を除く。） 栃木県 １式 53

宇都宮市 １式 10

日光市 15戸 127

真岡市 31戸 515

公営住宅等整備事業（防災・安全に係る整備に限る。） 日光市 24戸 462

塩谷町 20戸 371

公営住宅ストック総合改善事業（防災・安全に係る改善を除く。） 栃木県 731戸 685

宇都宮市 686戸 420

足利市 270戸 384

栃木市 88戸 68

佐野市 441戸 146

日光市 204戸 158

小山市 1式 3

真岡市 99戸 62

大田原市 １式 3

那須塩原市 198戸 65

公営住宅ストック総合改善事業（防災・安全に係る改善に限る。） 栃木県 1608戸 2,221

宇都宮市 1101戸 2,146

足利市 74戸 82

栃木市 350戸 345

佐野市 406戸 332

鹿沼市 68戸 144

日光市 98戸 175

真岡市 24戸 19

大田原市 200戸 155

矢板市 176戸 341

那須塩原市 196戸 132

さくら市 22戸 37

上三川町 56戸 47

茂木町 54戸 91

壬生町 48戸 70

高根沢町 38戸 86

規模等
細項目



地域優良住宅等整備事業（高齢者居住安定確保計画策定） 栃木県 １式 1

公的賃貸住宅家賃低廉化事業 宇都宮市 227戸 43

栃木市 250戸 30

那須町 120戸 79

住宅地区改良事業等 栃木県 4市町 6

栃木市 1式 8

小山市 1式 21

那須塩原市 1式 12

茂木町 10戸 70

10,225合計

住宅新築資金等貸付助成事業(償還推進)
空き家再生等推進事業



 ７．法第６条第６項の規定に基づく公営住宅建替事業に関する事項

※法第６条第６項に規定する公営住宅建替事業に関する事項を地域住宅計画に記載する場合には、法第12条に規定する施行要件の特例の対象となります。

 ８．法第６条第７項の規定に基づく配慮入居者及び特定優良賃貸住宅の賃貸に関する事項

 ９．その他公的賃貸住宅等の管理等に関する事項

「法」とは、「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法」をいう。

　県内の特定優良賃貸住宅で空家が発生している場合において、公的賃貸住宅等の整備事業の実施に伴い明け渡しの請求を受けた者、
又は、中心市街地等における「街なか居住」の推進に係るファミリー世帯(配慮入居者)については、特定優良賃貸住宅法第３条第４号
に規定する入居資格を適用しない。

※法第６条第７項に規定する配慮入居者及び特定優良賃貸住宅の賃貸に関する事項を地域住宅計画に記載する場合には、法第13条に規定する特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準
の特例の対象となります。（ただし、一定の要件を満たすことが必要です。）

  特定優良賃貸住宅のうち入居者募集のための措置を講じたにもかかわらず、３ヶ月以上空家である住戸については、配慮入居者に賃
貸することができるものとする。
　
　賃貸住宅等の空き家を、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第８条の規定に基づく住宅確保要配慮者円滑
入居賃貸住宅として有効活用する。



Ｈ28基盤事業概要説明 別添２

１．団地の概要 【居住環境整備タイプ】

事業主体：

事業手法： 土地区画整理事業

団地面積：

供給戸数：

事業期間：

特記事項：

２．施設概要

【事業計画（H27.11現在）】 （百万円）

種別 会計区分
事業
主体

事業期間
全体事業費
(下段国費)

H27事業費
(下段国費)

H28事業費
(下段国費)

残事業費
(下段国費)

事業進捗率
（下段用地）

備考

社会資本 2,671.0 187.5 414.0 0.0 85%

基幹 1,335.5 93.8 207.0 0.0 100%

2,671.0 187.5 414.0 0.0 85%

1,335.5 93.8 207.0 0.0 100%

特記事項：特になし

平成27年11月までの供給戸数約260戸（約65％）

計

県道藤原宇都宮線

拡幅（L=2,400m,W=25m）

H19～H28

　主要地方道藤原宇都宮線は、宇都宮地方生活圏の中心都市である宇都宮市と県北部地域とを連絡する幹線道路
であり、沿線の宇都宮市中里町において「中里原土地区画整理事業（14.4ha）」が実施され居住地区の創出が図
られるなど、本地域における重要な路線である。
　当該箇所の整備により、居住地域と都市との円滑な交通が確保されることから、早期に整備を行う必要があ
る。

施設名
事業内容

栃木県

団地名：

　当地区は、JR宇都宮駅から北方約15kmに位置し、上河内地域自治センターや小・中学校などの公共施設や商業
施設が集積した市街地に隣接し、南側は一般国道293号、東側は主要地方道藤原宇都宮線に接している。
　周辺道路沿いには大型店が出店している一方、当地区は公共施設の未整備等から市街化が進んでいなかった。
　このため、道路・公園等を整備し、魅力ある住環境を備えた市街地の形成を図るものである。

宇都宮市

栃木県　宇都宮市中里
なかざと

原
はら

土地
とち

区画
くかく

整理
せいり

地区
ちく

１４．４ｈａ

平成１８年度～平成２８年度

４００戸

H19～H28道路

Ｎ

宇都宮市

至 さくら市

市街地

至 宇都宮市街地

至 仙台

至 東京

上河内

スマートＩＣ

上河内

スマートＩＣ線

中里原

土地区画整理

（一）氏家宇都宮線（一）白沢小倉線

至 鹿沼市、足利市
至 東京

至 塩谷町

市街地

至 さくら市

市街地

宝井

団地

太陽ヶ丘

団地

道の駅

宇都宮ろまんちっく村

緑ヶ丘

ニュータウン

宇都宮市

グリーンタウ

ン

上河内

市街地

（主）藤原宇都宮線

上田原工区 L=1,200m

栃木県消防

防災センター

（凡例）
：整備済

：H28年度

藤原宇都宮線

現道拡幅

（L=2,400m,W=25m）

H28 工事
L=1600m



Ｈ28基盤事業概要説明 別添３

１．団地の概要 【居住環境整備タイプ】

事業主体：

事業手法： 土地区画整理事業（公共団体施行）

団地面積：

供給戸数：

事業期間：

特記事項：

２．施設概要 （事業期間：平成31年度まで期間延伸の変更認可申請中）

【事業計画（H27.11現在）】 （百万円）

種別 会計区分
事業
主体

事業期間
全体事業費
(下段国費)

H27事業費
(下段国費)

H28事業費
(下段国費)

残事業費
(下段国費)

事業進捗率
（下段用地）

備考

市道0017号線 交付金 1680 86.7 128.0 0.0 92%

道路 840 43.3 64.0 0.0 98%

1680 128 0 0 92%

840 64 0 0 98%

特記事項：　　特になし

事業期間を平成29年度まで期間延伸をした。平成27年度末までの供給戸数126戸（42％）

団地名：

　当団地は、宇都宮市中心部から西へ約12kmの距離に位置し、約1時間20分で東京方面を結ぶ東武日光線の東武新
鹿沼駅に隣接した約28.9haの区域である。近年人口増加と宅地化の傾向が顕著でｱﾊﾟｰﾄ等の集合住宅建築やミニ開
発が目立っており、周辺の人口増と宅地も進んでいる。公共施設が未整備なため、健全な市街化に支障をきたす
恐れがあることから、土地区画整理事業により良好な住宅宅地の整備を図るものである。

鹿沼市

平成16年度～平成29年度

栃木県鹿沼市　新鹿沼駅西
しんかぬまえきにし

土地
とち

区画整理
くかくせいり

地区
ちく

２８．９ｈａ

３００戸

施設名
事業内容

鹿沼市 H19～H28道路

計

　本路線は、都市計画道路3・4・2南大通りとして位置付けされ、宇都宮市西川田町地内の宇都宮環状線から鹿沼市
日吉町地内の都市計画道路古峯原宮通りを結ぶ全長11,950ｍの道路である。
　本整備は土地区画整理事業（新鹿沼駅西区画整理事業）により、新鹿沼駅西側の住環境が整備されることによっ
て、本地区から市の中心部（市役所、病院、文化ゾーン、JR鹿沼駅等）へアクセスするための道路を実施するもの
である。

H19～H28

新設（L=1000m､W=16.0m）

施設名：市道0017号線
工 種：道路

事業量：L=1000ｍ W=16.0ｍ


